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令和５年度 尼崎市産業人材育成支援事業（産業技術短期大学特待生）応募要領

尼 崎 市

１．目  的

尼崎市における産業人材育成の観点から、産業技術短期大学との連携により、市内の高等学

校に在学する特に優秀な生徒に対して、高等教育機関での工学分野の修学機会を与えることに

より、本市産業の発展に寄与する技術者を育成することを目的とする。

２．事業内容

産業技術短期大学の入学を希望する優秀な生徒を対象に、市が選考を行い、特待生候補者と

して産業技術短期大学に推薦する。

特待生候補者として推薦された者は、願書提出および同大学の選考を経て、産業技術短期大

学特待生として決定する。

産業技術短期大学特待生は、産業技術短期大学に入学した後、原則として、授業料および学

園維持金が２年間免除となる。

３．尼崎市による選考

（１）応募資格

尼崎市内の高等学校を、令和６年３月までに卒業見込みの者あるいは令和５年４月以降に

卒業した者で、次の条件に該当し出身学校長の推薦がある者

・人物、学力ともに優秀である者

・数学、理科または工業のうち、いずれかの評定平均値が３．５以上ある者

・特待生候補者に決定した場合、産業技術短期大学に出願することが確約できる者

（２）応募・選考日程、選考場所

募集人数 ６名

応募の

期間と方法

令和５年７月２７日（木）～８月２日（水）

①簡易書留にて送付（締切日の消印有効）

②持参（受付時間は９：００～１７：３０

土曜日、日曜日は受け付けません。）

応募書類
尼崎市産業人材育成支援事業（産業技術短期大学特待生）応募申込書

出身学校長推薦書

応募書類

提 出 先

尼崎市 経済環境局 地域産業課 

〒６６０－０８７６ 尼崎市竹谷町２－１８３ リベル３Ｆ 

（阪神電車「出屋敷」駅西出口すぐ）

選
考
日
時

１次試験 令和５年８月１７日（木）１３：００～

２次試験 令和５年８月２３日（水）１３：３０～

選考会場

尼崎市 経済環境局 地域産業課 会議室

〒６６０－０８７６ 尼崎市竹谷町２－１８３ リベル３Ｆ

（阪神電車「出屋敷」駅西出口すぐ）

（選考対象者には別途、通知します。）

決  定

（通知発送日）
令和５年９月５日（火）
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（３）試験内容

内    容

１次試験
筆記試験

（数学）

「数学Ⅰ」までの内容から出題する（教科書の例題程

度）（３０分）

２次試験

作  文

与えられたテーマについて、自分の考えを８００字程

度にまとめる（６０分）

専門的な知識が必要とされるものは題材にしない

面  接 人物、論理的思考能力、表現力等について（１０分）

なお、選考結果は高等学校長に通知する。

４．産業技術短期大学による選考等

（１）出願資格

   尼崎市から推薦された産業技術短期大学特待生候補者で、かつ出身学校長の推薦がある者

（２）選考方法、日程等について

出願期間

令和５年１０月１２日（木）～１０月２４日（火）

・締切日の消印有効。

・持参または簡易書留で送付のこと。

持参の場合の受付時間は、９：００～１７：００です。

土曜日、日曜日は受け付けません。

出願書類

・入学願書

本人の顔写真、および金融機関への入学検定料（３０，０００円）の払込みを証

明する「郵便振替払込受付証明書」が貼付されたもの。

・尼崎市産業人材育成支援事業（産業技術短期大学特待生）推薦書

・出身学校長推薦書

・調査書（出身学校長が作成し、厳封したもの）

出願書類
提 出 先

〒６６１－００４７ 尼崎市西昆陽１丁目２７－１

産業技術短期大学 入試広報課

選考方法及び
実施日時

面 接

令和５年１１月３日（金・祝） 集合時刻 １４：００

合格発表
（通知発送日） 令和５年１１月８日（水）

（３）合格者の入学金等納入

納入期限 令和５年１２月１５日（金）

費

目

入 学 金 ２２０，０００円

学生自治会費 １７，０００円

学生教育研究
災害傷害保険費 ２，４３０円

同窓会終身会費 １５，０００円

合 計 ２５４，４３０円

※一旦納入された入学金は、理由の如何にかかわらず返還されません。

５．入学後の義務について

  特待生として入学した者は、入学後、尼崎市または産業技術短期大学が求める次の事項に対

応しなければならない。

① １年次中に尼崎市と面談を２回

② 尼崎市が実施する企業説明会等への積極的な参加
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③ ２年次中に尼崎市の指定する題材に基づくレポートを尼崎市へ提出

④ ２年次中に卒業後の進路を尼崎市へ報告

⑤ 産業技術短期大学の指定する課題等の提出

⑥ 産業技術短期大学が実施する学校行事への積極的な参加

６．特待生資格継続条件について

  特待生資格継続条件は次のとおりとし、継続条件を満たさない場合は、２年次では特待生資

格を失い、授業料及び学園維持金の免除が取消しとなる。

① １年次終了時の取得単位数が卒業要件の２分の１以上

② １年次終了時のＧＰＡが原則として２．０以上

ＧＰＡ（Grade Point Average）の算出方法について
履修登録した科目ごとの成績に対して下表のようにＧＰ（Grade Point）を設定し、その科目の単位数を
乗じ、その総和を履修登録単位数の合計で除して算出する。成績評価については、０～１００点の点数

評価とし、それをＧＰに置き換える。

ＧＰの付加基準

成績の評価

Ｓ（秀）

（９０点以上）

Ａ（優）

（８０点以上

９０点未満）

Ｂ（良）

（７０点以上

８０点未満）

Ｃ（可）

（６０点以上

７０点未満）

Ｄ（不可）

（６０点未満）

ＧＰ ４ ３ ２ １ ０

計算式

（評価を受けた科目で得たＧＰ × 当該科目の単位数）の総和

 （評価を受けた科目の単位数）の総和

７．その他

  特待生は、産業技術短期大学 在学採用奨学金の選考対象外とする。

８．お問合せ先

尼崎市 経済環境局 経済部 地域産業課 担当：河合、牧

℡ ０６－６４３０－９７５０ 〒６６０－０８７６ 尼崎市竹谷町２－１８３リベル３階

９．特待生決定・入学までの流れ

以上

尼
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市

に
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る

選

考

産
業
技
術
短
期
大
学
に
よ
る
選
考

ＧＰＡ ＝

所定の出願期間内に、採用決定者から産業技術

短期大学宛に、入学願書・尼崎市特待生推薦

書・調査書等を提出 

※受験料３０，０００円が必要

選考結果を本人および高等学校長に送付

所定期間内に入学金等を納入

産業技術短期大学 入学

入学試験（面接）実施

応募者から尼崎市長宛に応募書類を送付

尼崎市から選考結果を高等学校長に通知

※候補者決定者には入学願書、尼崎市特待生

推薦書を同封

１次試験（筆記試験）実施

２次試験（作文・面接）実施

尼崎市から１次試験の結果を高等学校長に通知

※１次試験合格者には２次試験実施通知を送付


